
　今冬のインフルエンザワクチンは過去５年で最大の供給量を確保できる見込みですが、
より必要な人に確実に届くよう、厚生労働省から優先的な接種対象者が示されました。
接種に当たっては、あらかじめ医療機関に電話で問い合わせの上、予約をお願いします。

※  65 歳以上のほか、60～ 64歳の慢性高度心・腎・呼吸機能不全者なども対象で
す。詳細は広報野々市お知らせ版 10月号 6ページを確認ください。なお、対象
者には市からインフルエンザ予防接種券を９月下旬に送付しました。

・ 感染予防の３つの基本である①身体的距離の確保　②マス
ク着用　③手洗いの徹底もお願いします
・ インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一
方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の体調などに
よっては副反応が生じる場合があります。医師と相談の上
で接種し、接種後に体調の異変が生じた場合は医療機関に
相談してください

 健康推進課　☎ 248－3511

＜接種開始日＞

10月５日～
（野々市市の予防接種券が
使用できるのは上記日程
からです）

＜接種開始日＞

10月26日～

季節性インフルエンザワクチン
接種時期協力のお願い

健 康 通 信

市民の皆さんへのお願い

優先的な接種対象者

優先的な接種対象者

65歳以上の人（定期接種対象者）※

医療従事者
基礎疾患を有する人
妊婦
生後６カ月～小学校２年生

上記以外の人は
10月 26日まで接種を待ってください

65歳以上の人はできるだけ早い時期に接種しましょう

上記以外の人も接種できます
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